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資料１ 

消費者教育部会の設置について 

福岡市消費生活条例第３６条第１項の規定に基づき、福岡市消費生活審議会に消費者教

育部会を置く。 

１. 説明

第３次福岡市消費者教育推進計画の策定にあたり、消費生活審議会及びその下部組織である消

費者教育部会を設置し、審議を行う。 

＜福岡市消費生活審議会＞ 

２. 今後の消費者教育部会スケジュール（予定）

開催時期（予定） 内容 

第１回 ８月 第３次消費者教育推進計画（案）審議 

第２回 １０月 第３次消費者教育推進計画（案）修正、答申（案）審議 

【参考】関係条文 

 ＜消費生活条例＞ 

(部会) 

第36条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 

2 部会に属する委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

4 部会長は、部会の会務を総理する。 

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員

が、その職務を代理する。 

6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

7 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部

会長」と読み替えるものとする。 

(専門委員) 

第37条 部会には、消費生活における重要な事項を調査審議する上で専門的な見地から助言を行うために、必要に応じて、

専門委員を置くことができる。 

2 第33条第5項の規定は、専門委員について準用する。 

消費者教育部会 苦情処理部会 

消費生活審議会（15 名以内） 
 学識経験者、消費者、事業者 



資料２ 
 

第３次福岡市消費者教育推進計画策定スケジュール（案） 

●第 2 次福岡市消費者教育推進計画（現計画）：令和 2 年度～令和 6 年度（5 か年） 

令和６年度 令和７年度 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ６ ８ 

               

 

令和５年３月 （国）「消費者教育の推進に関する基本的な方針」変更 

令和６年３月 （県）福岡県消費者教育推進計画（第 3 次）策定 

  

令和６年７月 消費生活審議会へ諮問 

令和６年７月 第 35 回 消費生活審議会 

●消費者教育部会設置について協議 

令和６年８月 

～１0 月 

消費者教育部会（2 回） 

令和６年１１月 第 36 回 消費生活審議会 

令和６年１２月 「福岡市市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例」に基づく 

議会（委員会）報告 

令和７年１月 

～２月 

「第 3 次福岡市消費者教育推進計画（案）」について市民意見募集 

（パブリック・コメント手続き） 

令和７年３月 第３7 回 消費生活審議会 

令和７年３月 消費生活審議会から答申  

令和７年３月 第 3 次福岡市消費者教育推進計画策定  

 

議会報告 
(計画原案) 

審議会・部会 パブ 
コメ 

審議会 
答申 

計画 
策定 

議会報告 
(計画送付のみ) 

審議会 
諮問 
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第２次福岡市消費者教育推進計画の進捗状況について 

１ 推進計画の位置づけ 

 この推進計画は、国の基本方針及び「福岡県消費者教育推進計画」を踏まえ、 

福岡市における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるもの。 

※福岡市では、総合計画に基づく各施策の推進

により、ＳＤＧｓの実現に取り組んでいます。

ｚ 

消費者教育の推進に関する法律（抜粋） 
(基本方針) 

第９条  政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方

針を定めなければならない。 

(都道府県消費者教育推進計画等) 

第 10条 都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県

の区域における消費者教育の推進に関する施策につい

ての計画を定めるよう努めなければならない。 

２ 市町村は、基本方針(都道府県消費者教育推進計画

が定められているときは、基本方針及び都道府県消費

者教育推進計画)を踏まえ、その市町村の区域におけ

る消費者教育の推進に関する施策についての計画を

定めるよう努めなければならない。 

福岡市消費生活条例（抄） 
(学習条件の整備及び消費者教育の推進等) 

第８条 市は、消費者の消費生活に関する自発的な学習

を支援するために必要な条件の整備に努めなければな

らない。 

２ 市は、消費者が主体的かつ合理的な消費生活を営む

ために必要な教育の推進及び知識の普及に努めなけれ

ばならない。 

関係法令  

消費者教育の推進に関する法律 

（消費者教育推進法） 

平成 24 年 12 月施行 

消費者教育の推進に関する 
基本的な方針（基本方針） 

平成 25 年６月閣議決定 
（平成 30 年３月変更） 

平成 30 年度～令和 4 年度（５年間） 

（国） 

（県） 

福岡県消費者教育推進計画(第２次) 
平成 31 年３月策定 

平成 31 年度～令和 5 年度（５年間） 

福岡市基本計画 ※  
【目標３】 安全・安心で良好な生活環境が 

確保されている 

施策 3-7 日常生活の安全・安心の確保 

≪計画期間≫ 
令和 2 年度～令和 6 年度（５年間） 

≪内容≫ 
○基本的な考え方
○消費者を取り巻く現状と課題
○消費者教育推進の基本的な方向性
○重点目標と具体的な取組み

第２次福岡市消費者教育推進計画 

福岡市政策推進プラン 
●消費者被害の未然防止・救済

福岡市消費生活条例 
平成 17 年４月施行 

（市） 
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２ 第２次推進計画の成果指標 

年 

指標の内容 

令和２年 

(2020 年) 

令和３年 

(2021 年) 

令和４年 

(2022 年) 

令和５年 

(2023 年) 

目標値 

令和６年 

(2024 年) 

商品やサービスの購入

時に日頃からトラブル

回避を心がけている市

民の割合（注１） 

82.0％ 85.1％ 83.2％ 84.9％ 90.0％ 

消費生活センターの認

知度 

名前も相談窓口があること

も知っている市民の割合 

（注２） 

72.4％ 69.0％ 72.6％ 77.7％ 85.0％ 

出典（注１）：福岡市総務企画局「基本計画の成果指標に関する意識調査」 

 （注２）：市長室「市政アンケート」 

３ 第２次推進計画の重点目標と取組の方向性 

重点目標１ 

児童・生徒及び若年者に対する消費者教育の推進 

①学校（小・中・高等学校・特別支援学校）での取組の推進

②成年年齢引下げを踏まえた若年者に対する消費者教育の強化

重点目標２ 

高齢者・障がいのある人等に対する消費者教育の推進と見守りの強化 

①高齢者・障がいのある人等に対する消費者教育の推進

②高齢者・障がいのある人等を支援する人等との連携の強化

重点目標３ 
高度情報通信社会に対応した消費者教育の推進 

①高度情報通信社会に対応した消費者教育の推進

重点目標４ 

消費者教育に携わる担い手の育成 

①学校における人材育成

②地域等における担い手育成
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４ 第２次推進計画の重点目標ごとの取組項目 

重点目標 取組目標 測定 
令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

目標値 

令和 

6 年度 

重点目標１ 

児童・生徒及

び 若 年 者 に

対 す る 消 費

者 教 育 の 推

進

児童・生徒及

び若年者対象

の消費者講座

の実施回数 

◇消費生活セ

ンターの事

業実績

34 回 
/年  

27 回 
/年  

29 回 
/年  

43 回 
/年  

120 回 
/年  

重点目標２ 

高齢者・障が

い の あ る 人

等 に 対 す る

消 費 者 教 育

の 推 進 と 見

守りの強化

消費生活サポ

ーターを有す

る校区・地区

数

◇消費生活セ

ンターの事

業実績

111 
校(地)区  

109 
校(地)区  

109 
校(地)区  

120 
校(地)区  

150 
校 (地 )区  

消費生活事業

者サポーター

の登録数

◇消費生活セ

ンターの事

業実績

24 
事業者

25 
事業者

27 
事業者

28 
事業者

40 
事業者

障がいのある

人や支援者な

どを対象とす

る講座の実施

回数

◇消費生活セ

ンターの事

業実績

3 回  
/年  

1 回  
/年  

5 回  
/年  

7 回  
/年  

10 回 
/年  

重点目標３ 

高 度 情 報 通

信 社 会 に 対

応 し た 消 費

者 教 育 の 推

進

インターネッ

トトラブル防

止に関する消

費者講座の実

施回数

◇消費生活セ

ンターによ

る各局調査

の実績合計

6 回  
/年  

10 回 
/年  

13 回 
/年  

96 回 
/年  

消費者トラブル

防止に関する講

座と併せて実施 

30 回 
/年  

通信販売にク

ーリング・オ

フ制度がない

ことの認知度

◇市政アンケ

ート
「通信販売には、

法律上クーリン

グ・オフ制度がな

いことを知ってい

る人」の割合

47.3％  42.5％  51.9％  54.2％  60.0％  

重点目標４ 

消 費 者 教 育

に 携 わ る 担

い手の育成

〈再掲〉

消費生活サポ

ーターを有す

る校区・地区

数

◇消費生活セ

ンターの事

業実績

111 
校(地)区  

109 
校(地)区  

109 
校(地)区  

120 
校(地)区  

150 
校(地)区  

〈再掲〉

消費生活事業

者サポーター

の登録数

◇消費生活セ

ンターの事

業実績

24 
事業者

25 
事業者

27 
事業者

28 
事業者

40 
事業者



  

消費者教育施策事業一覧

※　審議会当日は、第２次推進計画の成果指標と重点目標ごとの取組項目（資料１）について

ご審議いただくこととしていますが、参考として、計画の56ページ以降に記載しています

消費者教育施策事業一覧に記載の事業につきまして、令和5年度の事業実績と6年度の事業計画を

記載していますので、ご参照ください。

参考１



  －1－

実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など

(1)幼稚園・保育所（園）
における消費者教育の推
進

幼稚園・保育所（園）への
啓発情報の配信

子どもに関する消費者被害について、最新の情報
を幼稚園や保育所（園）等へメール等で配信しま
す。

随時 随時配信 随時 随時配信 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

(2)小学校等における消費
者教育の推進

中学校における消費者教育
講座等

消費者トラブル事例や対処法など消費生活に関す
る知識を学ぶ家庭科の授業の支援を行います。
・中学生のための消費者教育出前講座
・市内全校への家庭科副教材の提供

通年

家庭科副教材提供 70校（4月）

消費者教育講座
4校、28回、845人受講

通年
家庭科副教材提供 70校（4月）

希望校で消費者教育講座を実施
市民局

消費生活セン
ター

消費者教育
一般

高等学校における消費者教
育講座等

大学進学や就職等により、社会生活の中で自ら消
費活動を開始する卒業前の市立高校３年生に加
え、学年別の講座や家庭科等の授業の支援を行い
ます。

通年
消費者教育講座
5校、5回　1,710人受講

通年
希望校で消費者教育講座を実施及び啓発
資料の提供

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

特別支援学校における消費
者教育講座等

消費者トラブル事例や対処法など消費生活に関す
る知識を学ぶ家庭科の授業の支援を行います。

通年

家庭科副教材提供 2校

消費者教育講座
2校、4回、166人受講

通年
希望校で消費者教育講座を実施及び家庭
科副教材の提供

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

消費生活トラブル注意報
県、北九州市と共働し、若者に多い消費者トラブ
ルや製品事故に関する啓発資料を作成し、大学、
専門学校、市立高等学校等に配信します。

Ⅰ 1 (3) 隔月(偶数月) 6回 隔月(偶数月) 6回 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

学習指導要領に基づく消費
者教育

学習指導要領に基づいて、社会科、公民科、家庭
科及び技術・家庭科などを中心に消費者教育を行
います。

各学校が計画
小学校社会科（３年生）
小学校家庭科（５，６年生）
中学校技術・家庭科（１～３年生）
中学社会公民（３年生）

各学校が計画
小学校社会科（３年生）
小学校家庭科（５、６年生）
中学校技術･家庭科(１～３年生)
中学校社会科公民分野(３年生)

教育委員会
小学校教育課
中学校教育課

消費者教育
一般

小・中学校での救命講習
教職員（初任者）を対象とした救命講習を実施す
るとともに、教職員への応急手当普及員講習を実
施し、児童生徒への救命教育指導を促します。

○４、５月
 (普通救命
　講習)
○６、７月
 (救命教育
 指導者研修
会)
○通年
 (救命教育
  指導)

○普通救命講習
(一年次研修・年１回)
※新型コロナ感染状況等を鑑み中止

○救命教育指導者研修会
（担当者・ 年１回）

○小学校で救命教育指導
 （139 校・年１回）

○中学校で救命教育指導
  (64 校・年１回)

○７月
 (学校安全)
○６、７月
 (救命教育
 指導者研修
会)
○通年
 (救命教育
  指導)

○学校安全（救命救急）
(一年次研修・年１回)

○救命教育指導者研修会
  (小・中・高・特支担当者：年１回)

○小中学校で救命教育指導
 （担当者・年１回）

教育委員会
安全・安心推
進課
人材育成課

消費者教育
一般

職場体験学習事業

生徒が「生きる力」を身につけ、様々な問題に柔
軟かつたくましく対応し、社会人・職業人として
自立していくことができるよう、職場体験や様々
な世代との交流を通じて、子どもの勤労観・職業
観を育成します。

各学校が計画
〇職場の訪問・見学等も含め、実施。
〇全中学２年生

各学校が計画
〇職場の訪問・見学等も含め、実施。
〇全中学２年生

教育委員会 学校企画課
キャリア教
育

早寝早起き朝ごはん啓発講
演会

成長期の子どもの健康な体をつくり、豊かな心を
育むために睡眠や食育等の大切さについて啓発
し、子どもの基本的生活習慣の定着を図ります。

７月

オンデマンド配信
テーマ：「朝食の重要性～おいしく簡単
にできる朝食メニュー～」
視聴回数：906回

７月 オンデマンド配信 教育委員会
人権・同和教
育課

消費者教育
一般

入学説明会等を活用した学
習会への講師派遣事業

多くの保護者が参加する入学説明会や保護者会等
でメディアに関する学習会を実施することで、家
庭の教育力の向上を図ります。

Ⅰ
Ⅱ

2
1

(3)
(1)

２月 小・中学校11校　906人参加 通年 各希望学校に講師を派遣 教育委員会
人権・同和教
育課

消費者教育
一般

学校ネットパトロール

学校非公式サイトをはじめとするネットの問題の
ある書き込みや画像について監視し、学校へ情報
提供を行います。家庭や関係機関とも連携し、児
童生徒の問題行動等の未然防止、早期発見・早期
対策を図ります。また児童生徒、保護者への啓
発、学校への広報を行い、規範意識の向上を図り
ます。

Ⅰ
Ⅱ

2
1

(3)
(1)

通年

ネットの監視と情報提供
 （各学校へ年12回）

〇教育委員会ホームページに啓発
  資料の掲載（年12回）

通年

〇ネットの監視と情報提供
 （各学校へ年12回）

〇教育委員会ホームページに
  啓発資料の掲載（年12回）

教育委員会
安全・安心推
進課

消費者教育
一般

学校における食育の推進

学校給食の献立を生かして、地産地消、郷土食や
行事食、生産者に対する感謝の心などについて指
導を行います。また、学校と家庭や地域が連携し
た食育の推進として給食試食会等を行います。

Ⅳ 1 (1) 通年

食に関する指導
  ：全小･中･特別支援学校:57437回
給食試食会
  ：小・中・特別支援学校:78回

通年

食に関する指導
 ：全小・中・特別支援学校にて随時
給食試食会
 ：年間を通じて実施予定

教育委員会 給食運営課 食育

分野再掲

１　学校等における児童･生徒･若年者への消費者教育の推進

基本施策Ⅰ　様々な場におけるライフステージに対応した消費者教育の推進　

施策・事業名 事業概要
令和５年度　事業実績 令和６年度　事業計画

施策の柱 関係局 担当課
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実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など
分野再掲

１　学校等における児童･生徒･若年者への消費者教育の推進

基本施策Ⅰ　様々な場におけるライフステージに対応した消費者教育の推進　

施策・事業名 事業概要
令和５年度　事業実績 令和６年度　事業計画

施策の柱 関係局 担当課

学校給食コンテスト
中学生、特別支援学校中・高等部の生徒を対象
に、地場産物や郷土食、栄養バランスなどを考慮
した給食の献立を募集します。

Ⅳ 1 (1)
7月～9月募集
／10月審査(書
面）

年１回
中学校・特別支援学校中・高等部の生徒
対象

7月～9月募集
／10月審査(書
面）

年１回
中学校・特別支援学校中・高等部の生徒
対象

教育委員会 給食運営課 食育

薬物乱用防止に関する広報
啓発等の実施

関係団体と共同して、薬物乱用防止に関する啓発
活動等を行います。また，小・中学校において、
薬物乱用防止教育の充実を図ります。

通年

○福岡市薬物乱用防止対策推進協議会の
開催（1回）

○NO DRUG, KNOW DRUGキャンペーン及び
イベントの開催（1回）
　
○薬物乱用防止街頭キャンペーンの実施
　・大学構内（1回：悪天候のため中
止）
　・駅前等（1回）

○不正大麻、けしの抜去
　　けし 49件　4,569株

○啓発動画放送、ポスター掲示、リーフ
レット配布

○各小・中学校における薬物乱用防止教
育の実施

通年

○福岡市薬物乱用防止対策推進協議会の
開催（1回）

○NO DRUG,KNOW DRUGキャンペーン及び
イベントの開催（1回）
　
○薬物乱用防止街頭キャンペーン
 ・大学構内（1回）
 ・駅前等（1回）

○不正大麻、けしの抜去

○啓発動画放送、ポスター掲示、リーフ
レット配布

○各小・中学校における薬物乱用防止教
育の実施

保健医療局 地域医療課
消費者教育
一般

(3)大学等における消費者
教育の推進

若者向け消費者教育講座
社会経験が少なく悪質商法の被害に遭いやすい大
学生や専門学校生向けの講座を実施します。

通年 5校、6回　401人受講 通年 希望校で消費者教育講座を実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

X（旧Twitter）、Facebook
による情報提供

主に若年者を中心に広く利用されているソーシャ
ルメディアを活用し、注意喚起情報を発信しま
す。

通年 8回（8、9、10、11、12、1、2、3月） 通年 毎月発信 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

若年者に対する取組

悪質商法の被害に遭いやすい若年者に対し「新大
学生防犯強化月間」において、大学と連携し、特
に新入生等を対象とした注意喚起の広報や啓発を
行います。

4、5月
市内21大学の新入生に啓発リーフレット
やグッズの配布及びメール配信（4月）
メール配信2回

4、5月
市内21大学の新入生に啓発リーフレット
の配布及びメール配信（4月）
メール配信2回

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

若年者の消費者トラブル対
策推進事業

若年者が消費者問題に興味を持つように促すこと
を主眼としたアプローチによるイベント等を実施
します。また、関連の情報発信を行うことで若年
者の消費者トラブルの未然防止を推進します。

11月
福岡大学の学園祭で若年者の消費者トラ
ブル防止に関するステージイベントを1
回開催

6月以降
若年者の消費者トラブル防止に関するイ
ベント等を実施

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

若年者向け啓発動画配信
若年者が消費者問題に興味を持つようなアニメー
ション動画を制作し、配信等を行います。

11～3月
1月

令和４年度に制作した若年者向け啓発動
画を市内映画館でCM放映

はたちのつどい（成人式）で放映

1月 はたちのつどい（成人式）で放映 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般
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実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など

(1)地域の多様な担い手と
連携した消費者教育の推
進

出前講座「知って防ごう！
消費者トラブル」

地域からの要望で、職員や消費生活相談員などが
公民館等へ出向き、悪質商法の手口や対処法に関
する出前講座を実施します。

通年 96回、4,514人受講 通年 依頼に応じて随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

出前講座「家庭で起こる製
品事故にご注意」

地域からの要望で公民館等へ出向き、製品事故事
例の紹介や製品を安全に使うための講座を実施し
ます。

通年 5回、86人受講 通年 依頼に応じて随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

啓発資料の貸出・提供
消費者トラブルの未然防止を目的に市民に消費者
教育・啓発に関する資料の貸出や提供を行いま
す。

通年
DVD貸出 3回（貸出数4）
各種啓発資料の提供　随時

通年
依頼に応じてDVD等の貸出及び
各種啓発資料の提供

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

消費生活センターホーム
ページによる消費生活情報
の提供

消費者トラブルの未然・拡大防止のため最新の注
意喚起情報や消費生活に役立つ各種講座、イベン
トの案内など市民に役立つ情報の提供を行いま
す。

通年 随時更新 通年 随時更新 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

関係機関が発行する広報紙
等による情報提供

市政だよりや、老人クラブ連合会情報紙「ふくふ
くクラブ福岡」等の広報紙に消費者トラブルや消
費者被害の現状、消費生活相談窓口などを掲載
し、広く市民に周知します。

通年

市政だより啓発記事掲載　1回（9月）

市政だより同時配布消費生活かわら版
(特別号)  全戸配布1回（9月）

老人ｸﾗﾌﾞ連合会広報紙記事掲載 2回（7
月、1月）　など

通年

市政だより啓発記事掲載 随時

市政だより同時配布消費生活か
わら版(特別号)  全戸配布1回（9月）

老人ｸﾗﾌﾞ連合会広報紙記事掲載
2回（7月、1月）　など

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

くらしのインフォメーショ
ン

消費者トラブル事例とその対処法や身近に起きる
製品事故に関する注意点など消費生活に役立つ生
活情報紙を発行し、区役所、公民館、郵便局等に
配架するなど広く市民に情報を提供します。

年3回
（6､10､2月）

各月20,300部
年3回
（6､10､2月）

各月20,300部 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

暮らしのヒント
西日本新聞朝刊に、消費生活センター等に寄せら
れた相談事例を題材とした記事を掲載します。

毎週木曜朝刊 年39回
第2、4木曜朝
刊

年24回 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

消費生活かわら版
被害拡大の恐れのある緊急度の高い相談事例につ
いて、随時注意喚起資料を作成し関係先に配付し
ます。

9、3月 2回 随時 随時発行 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

ホットな消費者ニュース

県と共働して、県内自治体の消費生活センターに
寄せられた相談事例から、被害拡大のおそれがあ
る内容についての注意喚起資料を作成しホーム
ページに掲載します。

毎月 12回 毎月 12回 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

消費者トラブル防止パネル
展

悪質商法の手口と対処法及び製品事故と対策など
のパネルを展示し、広く市民に注意喚起を行いま
す。

11月
製品安全総点検月間（11月）
　：あいれふ1階ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ

11月 製品安全総点検月間（11月） 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

相談窓口等の周知

身近な場所に掲示できる消費生活センターの連絡
先や訪問販売お断りのステッカー等を配布するな
ど、高齢者等へ消費生活センターなどの相談窓口
を周知します。

通年
「悪質な訪問販売お断りステッカー」配
布

通年
「悪質な訪問販売お断りステッカー」配
布

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

広報動画の放映等

消費者トラブルの注意喚起および消費生活セン
ター相談窓口の周知を目的としたアニメーション
動画等を市役所１階市民ロビーとソラリアビジョ
ン等で放映します。

5、12月
消費者月間（5月）
福岡県悪質商法撲滅月間（12月）

5、12月
消費者月間（5月）
福岡県悪質商法撲滅月間(12月)

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

消費者グループ活動支援
市内で自主活動を行う消費者団体等の支援のた
め、消費生活センターが管理する研修室の貸出を
行います。

通年 8回 通年 必要に応じて随時貸出 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

災害時・緊急時の消費生活
相談の実施

災害に便乗した悪質商法によるトラブルを防止す
るために消費生活相談を行います。

災害時・緊急
時

実績なし
災害時・緊急
時

必要に応じて随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

一般情報紙等の記事掲載
広く市民に配付されるフリーペーパー等を活用し
注意喚起記事を掲載します。

実績なし 随時 随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

区役所ＴＶモニター等の活
用

各区役所のＴＶモニターを活用し、消費者トラブ
ルの注意喚起や消費生活センターの相談窓口につ
いて周知を行います。

通年 6区のTVモニターで放映 通年 6区のTVモニターで放映 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

事業者等共催講座
消費者問題に取り組む企業と共催した講座を開催
します。

実績なし 随時 随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

福岡県金融広報委員会連携
講座

くらしに身近なテーマを毎回選定し、講座を開催
します。

3月 1回 随時 随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

基本施策Ⅰ　様々な場におけるライフステージに対応した消費者教育の推進　

２　地域等における消費者教育の推進

施策の柱 施策・事業名 事業概要 再掲
令和５年度　事業実績 令和６年度　事業計画

関係局 担当課 分野
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実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など

基本施策Ⅰ　様々な場におけるライフステージに対応した消費者教育の推進　

２　地域等における消費者教育の推進

施策の柱 施策・事業名 事業概要 再掲
令和５年度　事業実績 令和６年度　事業計画

関係局 担当課 分野

公民館主催講座（消費生活
センター出前講座）

各公民館において、消費者教育に関する出前講座
を実施します。

通年
地域の実情に応じて、各公民館において
消費生活センターと連携して実施。

通年
地域の実情に応じて、各公民館において
消費生活センターと連携して実施予定。

市民局 公民館支援課
消費者教育
一般

出前講座「知って，備え
て、地震に自信！すすめよ
う住宅の耐震化」

揺れやすさマップから見えてくる住宅の耐震対策
や耐震診断と耐震改修工事の概要、市の助成制度
の概要などについて説明する講座を実施します。

随時受付

4回　112人

地震被害に対する認識を深め、地震に対
する備えの必要性を説明

随時受付
地震被害に対する認識を深め、地震に対
する備えの必要性を説明

住宅都市局
建築物安全推
進課

消費者教育
一般

賃貸住宅住まいの手引きの
配布

賃貸住宅の入退去を予定している方などに対し
て、賃貸借トラブルを未然に防いだり、トラブル
が生じた際の解決のヒントにするための手引きを
作成し、各区役所に配架します。

通年 毎年8月更新 通年 毎年8月更新 住宅都市局 住宅計画課
消費者教育
一般

「水をたいせつに」広報の
推進

「節水型都市づくり」の一環として、街頭キャン
ペーンや水道施設見学会などの各種イベント及び
各種印刷物・ビデオ制作などの広報活動を通じ
て、水を大切に使う意識の維持を図ります。

節水の日キャ
ンペーン：6月

絵画コンクー
ル：7～9月

ｽﾌﾟﾘﾝｷﾞﾝﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ：9月

水道施設見学
会（子ども職
業体験）：10
月

その他広報活
動：
広報紙「みず
だより」小学
生社会科副読
本「水とわた
したち」の発
行、ｵﾝﾗｲﾝｺﾝﾃﾝ
ﾂの充実

・節水の日キャンペーン
ソラリアステージへのブース出展・トー
クショー、ポスター掲示やHP、X（旧
Twitter等）での節水啓発を実施。

・絵画コンクール
小学4～6年生を対象に、節水啓発絵画を
募集し、コンクールを実施。

・スプリンギンワークショップ（2回）

・水道施設見学会（子ども職業体験）
（1回）

・その他広報活動
広報紙「みずだより」を発行。（年3
回）
小学生社会科副読本「水とわたしたち」
を年度末に発行。（年1回）
郵便局デジタルサイネージでの動画放
映。（通年）

節水の日キャ
ンペーン：6月

絵画コンクー
ル：7～9月

水道施設見学
会（子ども職
業体験）：9月

その他広報活
動
：広報紙「み
ずだより」小
学生社会科副
読本「水とわ
たしたち」の
発行、オンラ
インコンテン
ツの充実

・節水の日キャンペーン：街頭啓発や水
道局公式アンバサダーによるラジオ放
送、SNS、動画配信等での節水啓発を実
施。

・絵画コンクール：小学4～6年生を対象
に、節水啓発絵画を募集し、コンクール
を実施。

・水道施設見学会（子ども職業体験）
（2回）

・その他広報活動
広報紙「みずだより」を発行。（年3
回）
小学生社会科副　読本「水とわたした
ち」を年度末に発行。（年1回）
郵便局デジタルサイネージでの動画放
映。（通年）

水道局 総務課
消費者教育
一般

高齢者等への出前講座の実
施

地域からの依頼で、職員や消費生活相談員などが
公民館等へ出向き、悪質商法への対処法などに関
する高齢者向けの出前講座を実施します。

通年 47回、1,245人受講 通年 依頼に応じて随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

見守り新鮮情報
国民生活センターが収集編集した高齢者及び障が
いのある人の支援者向けの資料を配布します。

通年 メール配信等　月１回 通年 メール配信等　月１回 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

地域包括センター職員との
意見交換会の実施

高齢者の総合的な相談窓口である地域包括支援セ
ンターの職員と消費生活センターの消費生活相談
員が、消費者被害を防止するための意見交換会を
実施します。

10～2月
博多区・中央区・南区・城南区・西区の
地域包括支援センターと実施

8～3月
7区の地域包括支援センターと日程調整
の上、実施。

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

高齢者等への啓発と福祉関
係者等との連携による支援

高齢者等が住み慣れた家庭や地域で、消費者被害
を未然に防止し、安心して暮らせるよう、高齢者
等の生活を支援する福祉関係者等と連携し、情報
提供等を行います。

通年

地域包括支援センターへ啓発資料
｢見守り新鮮情報｣をメール送信 毎月

各種啓発資料提供　随時

通年

地域包括支援センターへ啓発資料
｢見守り新鮮情報｣をメール送信 毎月

各種啓発資料提供　随時

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

障がい者支援消費者トラブ
ル防止講座の実施

障がいのある人が巻き込まれやすい消費者トラブ
ル事例とその対処法について、その家族や障がい
者関連施設スタッフなどを対象にした見守り支援

通年 6回、65人受講 通年 依頼に応じて随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

ニセ電話詐欺対策事業

ニセ電話詐欺対策機能付電話機の普及促進、啓発
活動を実施します。また市で受けた不審電話の情
報について庁内に周知するとともに福岡県警へ情
報提供を行います。

通年

ニセ電話詐欺の傾向について、市ホーム
ページにて周知。役所を騙った不審電話
の情報を毎月更新し、庁内での共有と福
岡県警への情報提供を実施。

通年

ニセ電話詐欺の傾向について、市ホーム
ページにて周知。役所を騙った不審電話
の情報を毎月更新し、庁内での共有と福
岡県警への情報提供を実施。

市民局
防犯・交通安
全課

消費者教育
一般

出前講座「地域包括ケアの
取り組み～住み慣れた地域
で安心して暮らせるまちを

地域包括ケアの取り組みや、いきいきセンターふ
くおか（地域包括支援センター）についての出前
講座を実施します。

通年
８回
248人

通年 申込みに応じて実施 福祉局
地域包括ケア
推進課

消費者教育
一般

(3)家庭における消費者教
育の推進

子どもの消費に関わる事故
防止のための情報発信

市のホームページなどを利用し、(独)国民生活セ
ンターによる情報などを活用して、子どもの商
品・製品使用時の事故について情報を発信し、事
故の未然防止のための啓発を実施します。

随時
適宜ホームページ更新
市内子どもプラザへポスター配布
5回（6、8、10、12、3月）

随時
適宜ホームページ更新
市内子どもプラザへポスター配布

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

(2)高齢者，障がいのある
人等に対する見守りの推
進と支援者に対する消費
者教育の推進



  －5－

実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など

基本施策Ⅰ　様々な場におけるライフステージに対応した消費者教育の推進　

２　地域等における消費者教育の推進

施策の柱 施策・事業名 事業概要 再掲
令和５年度　事業実績 令和６年度　事業計画

関係局 担当課 分野

出前講座「子どもを事故か
ら守るために～家庭で起こ
る子どもの事故～」

地域からの要望で公民館等へ出向き、乳幼児の事
故防止についての講座を実施します。

通年 3回、44人受講 通年 依頼に応じて随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

くらしに役立つ消費生活
親子講座

消費生活の基礎知識を親子で楽しく学べるよう夏
休み期間に講座を開催します。

8月
親子で学ぶお金のはなし
　　　　　　　　　2回、69人参加

8月 親子で学ぶお金のはなし　2回 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

乳幼児の事故防止の啓発
家庭内での乳幼児の事故を未然に防ぐため、乳幼
児がいる保護者に対して事故防止に対する意識啓
発を図るとともに、具体的な予防方法を周知しま

通年 随時実施 通年 随時実施 こども未来局
こども健やか
課

消費者教育
一般

子育てサロン・サークル等
での母子教育

子育てサロン、サークル、公民館乳幼児学級等で
乳幼児の食習慣等について健康教育を行います。

Ⅳ 1 (1) 随時 － 随時 － 保健医療局
地域保健課
（各区地域保
健福祉課）

食育

親と子の料理教室
子どもの心と体の健康づくりを目的に親子を対象
にした料理教室を開催します。

Ⅳ 1 (1) ６月～１月
料理教室
（７回）

５月～１月
料理教室
（７回）

保健医療局
地域保健課
（各区健康
課）

食育



  －6－

実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など
(1)職域における消費者教
育の推進

従業員向け研修等の支援
従業員に向けた消費者教育を実施する事業者に、
情報提供や講師の紹介などの支援を行います。

実績なし 随時 依頼に応じて随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

事業者サポーターの活動支
援

事業者サポーターが事業所内で実施する消費者教
育について支援を行います。

実績なし 随時 依頼に応じて随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

令和６年度　事業計画
関係局 担当課 分野

基本施策Ⅰ　様々な場におけるライフステージに対応した消費者教育の推進　

３　職域における消費者教育の推進

施策の柱 施策・事業名 事業概要 再掲
令和５年度　事業実績



  －7－

実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など

(1)高度情報通信社会に対
応した消費者教育の推進

福岡市出前講座「知って防
ごう！ネットトラブル」

地域からの要望で、職員や消費生活相談員などが
公民館等へ出向き、インターネットを通じた詐欺
や悪質商法の手口の対処法に関する出前講座を実
施します。

通年
「知って防ごう！消費者トラブル」に統
合

通年
「知って防ごう！消費者トラブル」に統
合

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

出前講座「インターネット
をもっと活用しよう ～ネッ
トを通じて提供する各種行
政サービスの紹介～」

インターネットを通じて提供する各種行政サービ
スを紹介するなど、子どもから高齢者までイン
ターネットの活用方法に関する出前講座を実施し
ます。

通年 ２回、延べ１４人 通年 市民からの依頼により実施 総務企画局
サービスデザ
イン課

消費者教育
一般

ネットトラブルに関する最
新情報の提供

最新のインターネットに関するトラブルについ
て、ホームページなどで迅速に注意喚起を行いま
す。

通年 適宜更新 通年 適宜更新 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

通信事業者と協働したネッ
トトラブル防止の市民講座
の実施

通信事業者と協働して、インターネットに関する
トラブルを防止するための講座を実施します。

実績なし 随時 随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

児童生徒の情報モラル教育
を推進する取組みの実施

情報社会において、適正な活動を行うための基と
なる考えと態度の向上を図るため、情報モラル教
育モデルカリキュラムや動画教材を有効活用し、
各学校において計画的に情報モラル教育を推進し
ます。

通年 小・中全215校で年10回以上実施 通年 小・中全216校で年10回以上実施 教育委員会
教育ICT推進
課

消費者教育
一般

令和６年度　事業計画
関係局 担当課 分野

基本施策Ⅱ　高度情報通信社会に対応した消費者教育の推進

１　高度情報通信社会に対応した消費者教育の推進

施策の柱 施策・事業名 事業概要 再掲
令和５年度　事業実績



  －8－

実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など

(1)小学校等における教員
の指導力の向上

消費者教育の教員対象研修
消費者教育を行う教員を対象とした研修を実施し
ます。

7月 1回 通年 依頼に応じて随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

小学校で活用できる啓発資
材や教材の提供

小学校の授業等で活用できる教材や消費者トラブ
ルに関する最新情報を提供し、教員の指導力の向
上を支援します。

4月 家庭科副教材提供 145校 4月 家庭科副教材提供 146校 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

中学校で活用できる啓発資
材や教材の提供

中学校の授業等で活用できる教材や消費者トラブ
ルに関する最新情報を提供し、教員の指導力の向
上を支援します。

4月 家庭科副教材提供 70校 4月 家庭科副教材提供 70校 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

(2)大学等における教職員
の指導力の向上

大学等で活用できる啓発資
料や教材の提供

学生に対して活用できる教材や消費者トラブルに
関する最新情報を提供し、教職員の指導力の向上
を支援します。

実績なし 通年 必要な啓発資料・教材を提供 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

令和６年度　事業計画
関係局 担当課 分野

基本施策Ⅲ　消費者教育の担い手育成

１　学校における人材育成

施策の柱 施策・事業名 事業概要 再掲
令和５年度　事業実績



  －9－

実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など

(1)市民の担い手の育成と
支援

消費生活サポーター育成講
座等

高齢者の消費者被害未然防止のため、悪質商法や
その対処法について情報伝達できる人材を育成す
る講座等を開催します。

通年
13回、611人受講
サポーター研修会（1回）

通年
地区民児協に出向いて育成講座を随時実
施
サポーター研修会開催（1回）

市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

消費生活事業者サポーター
との連携強化

消費生活事業者サポーターの育成を図り、サポー
ター相互の交流の機会を設けるなど、その活動を
支援します。

3月 1事業者と新規協定締結 通年 必要な支援を随時実施 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

消費生活サポーター、消費
生活事業者サポーターの情
報交換会の実施

地域におけるサポーターの活動状況の報告や消費
者トラブル事例について情報交換を行う場を設
け、その活動を支援します。

9月 サポーター研修会（1回） 9月 サポーター研修会開催（1回） 市民局
消費生活セン
ター

消費者教育
一般

基本施策Ⅲ　消費者教育の担い手育成

２　地域等における担い手育成

関係局 担当課 分野施策の柱 施策・事業名 事業概要 再掲
令和５年度　事業実績 令和６年度　事業計画



  －10－

実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など

(1)持続可能な開発目標
(SDGs)の実現を意識した
消費行動の促進

国際理解教育講師派遣
事業

県内在住の外国人（留学生など）や海外滞在経験
（青年海外協力隊など）のある日本人を小・中・
高校にゲストティーチャーとして派遣し、児童・
生徒に国際理解を深める機会を提供します。

６月～２月
派遣先延べ１９か所、講師派遣人数延べ
４４人
※フリー枠（紹介事業）除く

６月～２月 １１回、延べ２６人

総務企画局
事業実施は

（公財）よか
トピア国際交

流財団

国際政策課 国際理解教
育

保育所における食育推進の
取り組み支援

保育所の特性を活かした食育が推進されるよう、
児童の発育発達や季節感を考慮した給食献立の提
供、資料の送付などを行います。

通年 随時実施 通年 随時実施 こども未来局 指導監査課 食育

ホームページによる情報発
信

ホームページで、公立保育所の毎月の給食献立、
おすすめ献立のレシピなど保育所の給食について
紹介します。

通年
保育所給食献立、保育所おすすめ献立を
それぞれ月１回更新

通年 月１回更新 こども未来局 指導監査課 食育

海の中道青少年海の家活動
プログラム

海の中道海浜公園内の宿泊棟・キャンプ場を有す
る青少年教育施設において、自然に直接触れ、
「環境保全活動」「自然観察活動」「自然体験活
動」「総合的環境学習」等の活動プログラムを実
施します。

通年
施設利用者数
52,461人

通年
引き続き、施設利用者に対して、様々な
活動プログラムを提供していく。

こども未来局
こども健全育
成課

環境教育

アジア太平洋こども会議・
イン福岡

アジア太平洋諸国地域の相互理解の促進、国際感
覚あふれる青少年の育成を図る目的で、NPO法人ア
ジア太平洋こども会議・イン福岡が実施するアジ
ア太平洋諸国地域の子どもたちの招へい事業等を
支援します。

通年

【招へい型事業】
福岡と海外の子どもたちとの交流事業を
実施。
　招聘期間:令和５年７月15日(土)
　　　　　　　　　～７月25日(火)
　参加国･地域:34か国･地域
　参加者数：こども大使164名
　　　　　　シャペロン41名
　　　　　　ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ225家庭

【派遣型事業】
福岡の子どもたちを世界各地に派遣する
事業を実施。
　派遣期間:令和６年３月29日(金)
　　　　　　　　～４月２日(火)
　派遣先・地域：４か国・地域
　参加者数：団員60名
　　　　　　引率者12名

通年

【招へい型事業】
福岡と海外の子どもたちとの交流事業を
実施。
　招聘期間:令和６年７月12日(金)～
　　　　　　　　 　７月23日(火)
　参加予定国･地域:35か国･地域
　参加予定者数：こども大使約180名
　　　　　　　　シャペロン約45名
　　　　　　　　ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ約250家庭

【派遣型事業】
福岡の子どもたちを世界各地に派遣する
事業を実施。
　派遣期間：令和７年３月下旬
　派遣予定先・地域：８か国・地域
　派遣予定人数：団員約120名
　　　　　　　　引率者約24名

こども未来局
こども健全育
成課

国際理解教
育

生活習慣病に関する健康教
育

保健所や公民館等においてメタボリックシンド
ローム等生活習慣病予防の教育を実施し、その中
で食生活に関する講話を行います。

随時 ー 随時 ー 保健医療局
地域保健課
（各区地域保
健福祉課）

食育

介護予防事業の中での教室
高齢者が要介護・要支援状態になることを予防す
るための介護予防教室等で、食生活などの講話を
行います。

1.介護予防教
室
市内21ｴﾘｱごと
に３ｸｰﾙ実施。
１ｸｰﾙ５回
①５～８月
②９～12月
③12～３月

2.その他の介
護予防事業
随時

１．介護予防教室
　　　61回　501名

２．その他の介護予防事業
　　　125回　2,051名

1.市内21ｴﾘｱご
とに３ｸｰﾙ実
施。
１ｸｰﾙ５回
①５～８月
②９～12月
③12～３月

2.随時

1.介護予防教室
　63クール予定

2.その他介護予防事業
　申し込みに応じて実施

福祉局

地域包括ケア
推進課
（各区地域保
健福祉課）

食育

健康・食育パートナーズ

健康に配慮したメニュー・サービス及び情報の提
供や食文化に関するメニューの提供を行っている
飲食店を「健康・食育パートナーズ」として登
録・ＰＲを行い、市民の健康づくりを支援する食
の環境整備を推進します。

通年

・登録店舗数160店（Ｒ5年度末現在）
新規登録店　25店
・公式Instagram
（kenkosyokuiku.partners）でお店の紹
介を発信した。（30投稿）
・健康イベント等で登録店の案内を行
なった。（6月の食育月間中に純真短期
大学校内で掲示）

通年

・新規登録店の開拓
・公式Instagram
（kenkosyokuiku.partners）でお店の紹
介を発信する。
・健康イベント等で登録店の案内を行な
う。

保健医療局 地域保健課 食育

基本施策Ⅳ　持続可能な開発目標(SDGs)の実現を意識した消費行動の促進

１　持続可能な開発目標(SDGs)の実現を意識した消費行動の促進

関係局 担当課 分野施策の柱 施策・事業名 事業概要 再掲
令和５年度　事業実績 令和６年度　事業計画
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実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など

基本施策Ⅳ　持続可能な開発目標(SDGs)の実現を意識した消費行動の促進

１　持続可能な開発目標(SDGs)の実現を意識した消費行動の促進

関係局 担当課 分野施策の柱 施策・事業名 事業概要 再掲
令和５年度　事業実績 令和６年度　事業計画

食育の日、食育月間におけ
る食育イベント

毎月１９日の食育の日や毎年６月の食育月間にあ
わせ、市・区役所ロビーなどでパネル展示等を行
い、食育への関心を高める取組みを行います。

毎月１９日
及び６月

食育イベント
計30日

毎月１９日
及び６月

食育イベント 保健医療局
地域保健課
（各区健康
課）

食育

食生活改善推進員の養成
食を通じた健康づくりを地域で行うボランティア
を養成する教室を開催します。

通年
養成教室
８回　149人修了

通年
養成教室
８回　各回20人程度

保健医療局
地域保健課
（各区健康
課）

食育

地域食生活改善講習会

地域ぐるみで食を通じた健康づくりに取り組むこ
とを啓発するため、「生活習慣病予防」や「食文
化の継承」等をテーマとした料理講習会を実施し
ます。

６月～１月
料理教室
（80回）

５月～１月
料理教室
（80回）

保健医療局
地域保健課
（各区健康
課）

食育

出前講座「福岡市食育推進
計画」

「福岡市食育推進計画」を中心に、福岡市におけ
る食の現状や課題について説明し、食育への関心
を高める講座を実施します。

通年
出前講座
０回

通年 随時 保健医療局 地域保健課 食育

食育講座の講師派遣
高齢者を対象に、地域の食育に関する取組みを支
援するため、公民館等で実施する食育講座の講師
を派遣します。

通年
食育講座の講師派遣
10回

通年
食育講座の講師派遣
随時

保健医療局 地域保健課 食育

レシピ動画の配信
野菜摂取や減塩など各テーマに沿ったレシピ動画
を作成し、健康づくりなどに役立つ食に関する情
報と共にＳＮＳで配信します。

通年

12テーマ：野菜をしっかり食べよう、時
短でおいしく、福岡の郷土料理、夏をの
りきる、減塩でもおいしく、骨粗鬆症予
防、よく噛んで食べよう、行事食、貧血
予防、最後まで使い切る、パパっと朝ご
はん、バランスよく食べる
　配信本数　24本

通年

テーマ：野菜をしっかり食べよう、時短
でおいしく、福岡の郷土料理、夏をのり
きる、減塩でもおいしく、骨粗鬆症予
防、よく噛んで食べよう、行事食、最後
まで使い切る、貧血予防、バランスよく
食べる
　配信本数　２４本

保健医療局 地域保健課 食育

ホームページによる食品の
安全性に関する情報提供

ホームページにおいて、食品の安全性に関する情
報提供を行います。

随時

〈実施項目〉
・食中毒の発生状況
・違反食品の情報
・食品表示に関する情報

〈実施回数〉
　随時更新

随時

〈実施項目〉
・食中毒の発生状況
・違反食品の情報
・食品表示に関する情報

〈実施回数〉
　必要に応じて実施

保健医療局

食品安全推進
課
（各区衛生
課・食肉衛生
検査所・食品
衛生検査所）

消費者教育
一般

講習会や出前講座等
市民を対象とした出前講座や保健所での乳幼児健
診などを利用した食中毒予防の講習会を開催しま
す。

随時

〈実施項目〉
・食中毒予防について
・食品衛生監視員の業務内容について
等

〈実施回数〉
出前講座：23回　延べ1176人
講 習 会：78回　延べ1566人

随時

〈実施項目〉
・食中毒予防について
・食品衛生監視員の業務内容について
等

〈実施回数〉
　要望に応じて実施

保健医療局

食品安全推進
課
（各区衛生
課・食肉衛生
検査所・食品
衛生検査所）

消費者教育
一般

バザー開設者に対する衛生
講習会

地域でのバザーや模擬店等で提供される食品の衛
生確保のための講習会を開催します。

随時

〈実施項目〉
・バザー開設時における食中毒予防につ
いて
・正しい手洗い方法について　等

〈実施回数〉
　29回　延べ1086人

随時

〈実施項目〉
・バザー開設時における食中毒予防につ
いて
・正しい手洗い方法について　等

〈実施回数〉
　要望に応じて実施

保健医療局

食品安全推進
課
（各区衛生
課）

消費者教育
一般

食品衛生月間行事
食品衛生月間行事において、料理教室や工場・市
場見学等を通し、食中毒予防の啓発を実施しま
す。

８月

〈実施項目〉
・Zoomでチョコ作りなど参加型行事
・市場見学

〈実施回数〉　８回

８月

〈実施項目〉
・食中毒予防について
・正しい手洗い方法について 保健医療局

食品安全推進
課
（各区衛生
課・食肉衛生
検査所・食品
衛生検査所）

消費者教育
一般

環境局ホームページ
「福岡市の環境　学ぼう！
つなごう！ふくおかの環
境」

市民の環境学習を支援するため、環境に関する情
報の収集・提供を行います。
※R２年度より、子ども向け環境学習HP「こども環
境局」を統合。

通年 随時更新 通年 随時更新 環境局
環境経営推進
担当

環境教育

家庭系食品ロス対策の推進
食品ロス削減等のリデュース・リユース等につな
がる市民の実践行動を支援を行います。

通年
・官民連携によるフードドライ
　ブの実施
・食品ロスダイアリーの作成

通年
・官民連携によるフードドライ
　ブキャンペーンの実施
・食品ロスダイアリーの作成

環境局
ごみ減量推進
課

環境教育
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実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など

基本施策Ⅳ　持続可能な開発目標(SDGs)の実現を意識した消費行動の促進

１　持続可能な開発目標(SDGs)の実現を意識した消費行動の促進

関係局 担当課 分野施策の柱 施策・事業名 事業概要 再掲
令和５年度　事業実績 令和６年度　事業計画

プラスチックごみ発生抑制
ワンウェイプラスチック削減のため、地域イベン
ト等における環境配慮型容器の導入支援と啓発

８月～３月
〇地域イベント　：6校区10イベント
〇その他イベント：1イベント
　（回数：11回）

７月～１月
〇地域イベント：福岡市内全校区対象
〇その他イベント：未定
　（回数：未定）

環境局
ごみ減量推進
課

環境教育

３Ｒについて学ぶ講座
西部３Ｒステーション及び臨海３Ｒステーション
の両施設で、ごみ減量・リサイクルに関する環境
学習講座などの各種講座を開催します。

通年

●西部３Ｒ:670回(4,622名)
・リサイクル体験講座、
　３Ｒ実践・もの作り講座、
　３Ｒについて学ぶ講座
　環境ボランティア養成講座等

●臨海３Ｒ:807回(5,048名)
・リサイクル体験講座、
　３Ｒ・ものづくり講座、
　生ごみリサイクル講座、
  ３Ｒ講師養成講座等

通年

●西部３Ｒ:622回
・リサイクル体験講座、
　３Ｒ実践・もの作り講座、
　３Ｒについて学ぶ講座、
　環境ボランティア養成講座等

●臨海３Ｒ:283回
・リサイクル体験講座、
　３Ｒ実践・ものづくり講座、
　生ごみリサイクル講座、
  ３Ｒ講師養成講座等

環境局
ごみ減量推進
課

環境教育

生ごみリサイクル推進事業
家庭から発生する生ごみを堆肥化し活用する講座
や段ボールコンポストの使い方を学ぶ講座を開催
します。

通年

・菜園講座：12回(112名)
・段ボールコンポスト使い方講座：6回
(110名)
・一人一花運動と連携した講座：4回(49
名)

通年

・菜園講座：12回
・段ボールコンポスト使い方講座：6回
・一人一花運動と連携した講座：4回
・夏休み親子コンポスト講座：6回

環境局
ごみ減量推進
課

環境教育

環境教育副読本
(「ごみとわたしたち」、
「わたしたちのまちの環
境」)

小学校での社会科、総合学習等で活用できるよ
う、環境とごみについて、市の状況，取組みにつ
いてまとめ、市内の小学校４年生・５年生全児童
へ配布します。

３月に配布

年１回34,000部
(「ごみとわたしたち」17,000部､
 「わたしたちのまちの環境」
  17,000部)

３月に配布

年１回34,000部
(「ごみとわたしたち」17,000部
 「わたしたちのまちの環境」
  17,000部)

環境局

ごみ減量推進
課
環境経営推進
担当

環境教育

環境学習支援事業

主に小学４年生を対象に、学校へ出向き環境学習
に対する支援事業として、３Rの講義やごみの分別
体験などを実施します。また、中学校でも実施し
ます。

通年 191回（小学校121校）11,795名 通年 250回程度(小学校145校)予定 環境局
ごみ減量推進
課

環境教育

環境フェスティバル
ふくおか

環境に優しい行動の輪を広げていくための普及・
啓発を目的とした、楽しみながら学べる参加体験
型のイベントを開催します。

10月

ソラリアゼファをメイン会場とし環境保
全行動に関する情報等を発信する「啓発
イベント」と自然体験や工場見学など
「体験」を主とした「体験イベント」を
実施
●啓発イベント・来場者数：7,642名
●体験イベント・参加者数：322名

10月

・啓発イベント
　10/26、27（2日間）実施
・体験イベント
　9月下旬～10月中旬
　（6回）実施

環境局
環境経営推進
担当

環境教育

出前講座「正しく分ければ
『ごみ』じゃない。～『紙
ごみ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ・食品ロ
ス』３Rを考えよう～」

地域や学校からの要望で公民館等へ出向き、福岡
市のごみ処理やごみ減量・リサイクル（３Ｒ）に
関する講座を実施します。

通年
46回
1,415人

通年
40回
1,200人

環境局
ごみ減量推進
課

環境教育

出前講座「『食品ロス』っ
てなに？～その食品，ほん
とうに捨てるの？」

地域や学校からの要望で公民館等へ出向き、家庭
からの食品ロス削減に関する講座を実施します。

通年
14回
407人

通年
15回
450人

環境局
ごみ減量推進
課

環境教育

出前講座「プラスチックご
み問題を知る！～できるこ
とからやってみよう～」

地域や学校からの要望で公民館等へ出向き、プラ
スチックごみ減量に関する講座を実施します。

通年
19回
630人

通年
20回
600人

環境局
ごみ減量推進
課

環境教育

出前講座「気軽にフードド
ライブをやってみません
か？～実施方法を分かりや
すくお伝えします～」

※令和５年度から実施
地域や学校からの要望で公民館等へ出向き、フー
ドドライブの実施方法に関する講座を実施しま
す。

通年
4回
122人

通年
10回
300人

環境局
ごみ減量推進
課

環境教育

出前講座「育てよう！緑の
カーテン」

地域からの要望で公民館等へ出向き、気候変動の
影響や適応策、緑のカーテンの育て方のポイント
に関する講座を実施します。

通年
3回
延べ39人

通年
申込に応じて実施
・幼児期への展開を検討

環境局
脱炭素社会推
進課

環境教育

出前講座「地球温暖化対策
～「脱炭素社会」の実現に
向けて～」

地域や学校等の団体からの要望で公民館等へ出向
き、地球温暖化の基礎知識や脱炭社社会づくりの
実現に向けた取組みに関する講座を実施します。

通年
23回
延べ530名

通年
申込に応じて実施
・幼児期への展開を検討

環境局
脱炭素社会推
進課

環境教育

出前講座「環境とＳＤＧｓ
～未来のために今できるこ
と～」

地域や学校等の団体からの要望で公民館等へ出向
き、環境と関連が深いSDGsの達成に向けた取り組
みに関する講座を実施します。

通年
6回
延べ213人

通年 他の講座に統合 環境局
環境経営推進
担当

環境教育
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実施時期 実施項目・回数など 実施時期 実施項目・回数など

基本施策Ⅳ　持続可能な開発目標(SDGs)の実現を意識した消費行動の促進

１　持続可能な開発目標(SDGs)の実現を意識した消費行動の促進

関係局 担当課 分野施策の柱 施策・事業名 事業概要 再掲
令和５年度　事業実績 令和６年度　事業計画

環境わくわく出前授業
学校等における環境学習を支援・推進するため、
知識、経験を備えた人材を派遣し、環境に関する
出前講座を実施します。

通年
●講師派遣事業
　実施回数　40回

通年 申込に応じて実施 環境局
環境経営推進
担当

環境教育

見て・来て・食べて・浜の
活性化推進事業

水産物及び水産加工物の魅力を消費者に発信し、
浸透させることを目的とした福岡市漁協の取り組
み(直販事業・漁業体験・料理教室)に対する支援
及び地元食材のフェア等を開催します。
　※　博多の魚料理体験事業を統合

通年

・直販事業・商品券の販売
　　随時実施
・漁業体験
　　1回
・地元水産物フェア
　　4回

通年

・直販事業・商品券の販売
　　随時実施
・漁業体験
　　1回
・地元水産物フェア
　　6回

農林水産局 水産振興課 食育

農畜産物消費拡大推進事業

消費者、生産者及び事業者の相互理解を深め市内
産農畜産物の利用又は消費を促進するために必要
な活動に取り組むことで市内産農畜産物の消費拡
大を図ります。

随時

・食と農の体験教室
　　４回、参加者76名
・学童菜園事業
　　市内小学校５校、参加者268名
・酪農体験教室
　　１回
・花育体験教室
　　市内小中学校10校､参加者442名

随時

・食と農の体験教室
　　５回
・学童菜園事業
　　市内小学校１０校
・酪農体験教室
　　１回
・花育体験教室
　　市内小中学校１０校

農林水産局 政策企画課
食育
環境教育

次代へつなぐ地産地消推進
事業

児童・生徒の記憶に残る市内産農水産物を、学校
給食に提供することにより、地元食材に対する理
解や愛着を深め、将来にわたって持続可能な地産
地消を推進する。

－ － 随時

・学校給食への提供品目数
　４品目（４回に分けて提供）
・食育支援動画の放映または
　生産者による出前授業
　全小・中・特別支援学校

農林水産局 政策企画課 食育
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